
☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

         ニッセイ メール配 信サービ ス（メル マガ）  

                 

   【 メルマガ 内容】  

 

      ＤＢ 基金（  ）   Ｄ Ｂ規約（  ）   ＤＣ   （  ）    

厚年基金 （  ）   会計基 準（  ）   その 他  （〇 ）  

 

      【 タイトル 】 第２２ 回社会保 障審議会 年金部会 の  

開催につ いて  

☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

平素より 当社社業 につき格 別のご高 配を賜り、厚く御 礼 申しあげ ます。 

 

厚生労働 省は 2 0 2 4 年 1 2 月 3 日 (火 )、 第 2 2 回社会保障審 議会年金 部  

会を開催 しました 。  

今回の部 会 では、 以下議事 について 議論が実 施されま した。  

１．年金 制度にお ける子に 係る加算 等につい て  

２．その 他の制度 改正事項 について  

  

当部会の 資料及び 音声のア ーカイブ 配信ペー ジについ ては、以 下の厚  

生労働省 H P に掲載 されて い ます。（ 音 声のアー カイブ配 信は、議 事録  

掲載後に 停止）  

h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f / s h i n g i 2 / n e n k i n _ 2 0 2 4 1 2 0 3 . h t m l  

 

１．年金 制度にお ける子に 係る加算 等につい て  

（厚生労 働省 H P 掲載  当部 会資料 1 を基に、 以下記述 ）  

 

（１）年 金制度に おける加 算（子・ 配偶者） の現状  

・子に 係る加 算の支 給額は、第 １子・第 ２子が 2 3 4 , 8 0 0 円、第３子以  

降は 7 8 , 3 0 0 円と さ れており、第 ３子 以降への 加算額が 第１子・第  

２子に比 べて少な い。（※金 額は 2 0 2 4 年度価格）  

・配偶者加 給年金 は 、単に生計 維持関係（配偶者と の同居と 、配偶者  

の収入が 8 5 0 万円 未満であ ることが 条件）にある 6 5 歳 未満の年 下  

の配偶者 がいれば 加算され ることに なる。  

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241203.html


（２）現 状に対す る課題意 識、 改正 の方向性  

・多子世 帯への支 援の強化  

⇒第３子 以降の加 算額を第 １子・第 ２子と同 額化  

・子に係 る加算の さらなる 拡充  

 ⇒子に 係る加算 額の引上 げ  

老齢基礎 年金 、障害 厚生年金 及び遺族 厚生年金 について 、新たに

子に係る 加算の対 象に追加  

・配偶者 加給年金 の支給額 の見直し  

⇒女性の 就業率向 上など社 会状況の 変化 等を 踏まえる と、扶養 する

年 下 の 配 偶 者 が い る 場 合 に の み 支 給 さ れ る 配 偶 者 に 係 る 加 算 の

役割は縮 小してい くと考え られる こ とから、現在受 給し ている者

への支給 額は維持 したうえ で、将 来新 たに受給 権を得る 者に限っ

て支給額 について 見直す  

 

（３）こ れまでの 年金部会 における 主 なご意 見  

・年金 受給者が 1 8 歳未満の 子を養 う というケ ースは増 えてくる と思  

われ、そ の部分 につ いては年 金制度で フォロー するとい うのもあ る  

ように考 えられる ことから 存続して もよいの ではない か。  

・ 6 0 代前半の 女性 の労働力 率も６割 を超え、 5 0 代 以下 では 7 5％超  

であるこ とを踏ま え、夫が 6 5 歳に達 した後、6 5 歳 未満 の妻を働 け  

ないもの とみなし て加給年 金を支給 する必要 性は薄れ ている。  

 

（４）今 回の年金 部会にお ける 主な ご意見  

・次世代 の育成は 年金制度 の根幹を 維持する ために不 可欠の前 提で  

あるため 、次世 代育 成支援の 仕組みを 強化して いくこと は望まし い  

方向性と 思われる (との意見 多数 )。  

一方、老後資 金とい う公的年 金本来の 主旨に鑑 み、子育て 支援等は  

別途の財 源、措置で 充当すべ きという 観点もあ るべきで、金額や範  

囲の拡大 には なお 慎重な検 討 が必要 。  

・配偶者加給 年金に ついては 、昨今 の女 性の 就業 率上昇 、企 業でも配  

  偶 者 手 当 を 廃 止 し 子 ど も へ の 手 当 に 収 れ ん し て い く 傾 向 を 踏 ま え

ると、縮 小・廃止 が妥当 (との意 見多 数 )。  

 

 

 

 

 



２．国民 年金保険 料の納付 猶予制度 について  

（厚生労 働省 H P 掲載  当部 会資料 2 を基に、 以下記述 ）  

 

（１）納 付猶予制 度の利用 状況  

・納付猶 予期間は 、老齢基 礎年金等 の受給資 格期間に 算入され るも   

のの、1 0 年以内に 追納を行 わない限 り老齢基 礎年金の 受給額に は

反映され ないが、1 0 年以内に追納 を行 う割合は 7 . 0％（ 2 0 2 4 年時

点）に留 まって い る。  

 

（２）納 付猶予制 度の 課題  

  ・納付 猶予制度 は、将来 の無年金 ・低年金 を防止す るために 設けら  

  れ、現 在も一 定 数の者が 利用して いるが、 2 0 3 0 年 6 月までの  

時限措置 とされて いる。  

 ・納付 猶予適用 者の中に は、世帯 主に一定 の所得が あり保険 料負担

能力があ りながら も納付猶 予が適用 されてい る場合が ある。  

 

（３）検 討の方向 性  

・追納率は低 位で あるが、 2 0 1 6 年 7 月より 3 0 歳以上 5 0 歳未満の

者 ま で 納 付 猶 予 対 象 者 の 年 齢 を 拡 大 し た と き の 層 が 最 初 の 追 納

期 限 ( 2 0 2 6 年 )を 迎 え て い な い こ と を 踏 ま え 、 今 回 の 年 金 制 度 改

正におい ては、以 下の通り 進めては どうか。  

 ① 被保険 者の対 象 年齢の要 件は現行 通り（被 保険者が 5 0 歳未  

満である こと） と し、 2 0 3 0 年 6 月ま での時限 措置を、 2 0 3 5 年

6 月まで 5 年間延長 。  

  ②世 帯主（親 など）に 一定以上 の所得が ある場合 は納付猶 予の対  

象外とし 、保険料 納付を求 めること を検討し てはどう か。  

 

（４）こ れまでの 年金部会 における 主な ご意 見  

・無年金 者等が減 るのであ れば 猶予 制度継続 と いう考 えがある 一方  

で、猶予制 度自体 が将来の 無年金に つながっ ていない かを検討 す  

ることも 重要。  

・世帯主 に子に 対 する保険 料納付 を 求めるこ とが時 代 に逆行し ない

かという 懸念はあ る 。  

 

（５）今 回の年金 部会にお ける 主な ご意見  

・追納率 が非常に 低い結果 を踏まえ ると、こ のような 制度が本 当に  

必要かは 再考する 必要性が 高いと考 えられる 。状況を みつつ、 制



度の存続 の是非に ついては  引続き 検 討してい くのが良 い 。  

 

 

※ 「 障 害 」 の 表 記 に つ い て 、 当 社 で は 「 障 が い 」と 表 記 す る こ と を 原 則 と し て

お り ま す が 、本 メ ー ル マ ガ ジ ン に お い て は 、法 律 、政 令 、規 則 等 の 法 令 で 用

い ら れ て い る 用 語 や 特 定 の 固 有 名 詞 に つ い て は「 障 害 」と そ の ま ま 表 記 し て

い ま す 。  

 

* * * * * * *メ ール配 信 サービス （年金Ｎ ＥＷＳ・ メルマガ ） * * * * * * * *  

運営：日 本生命保 険相互会 社  

 

 〒 1 0 0 - 8 2 8 8   東 京都千代 田区丸の 内 1 - 6 - 6 日本 生命丸 の内ビル  

     団体 年金部  団体年金 コンサル ティング グループ  

   T E L    0 3 - 5 5 3 3 - 5 5 7 2   

   E - m a i l   k i k i n m a d o g u t i @ n i s s a y. c o . j p  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

日本 -年 基 - 2 0 2 4 1 2 - 1 7 0 - 0 4 0 6 - D  

 


